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漫
画
等
の
海
賊
版
サ
イ
ト
の
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

報
道
に
よ
る
と
、
政
府
は
国
内
に
拠
点
を
置
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
業
者
（
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
」
と
い
う
）
に
対
し
、

ネ
ッ
ト
上
で
漫
画
や
雑
誌
を
無
料
で
読
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
海
賊
版
サ
イ
ト
に
つ
き
、
著
作
権
侵
害
を
理
由
と
し
て
接
続
を

遮
断
す
る
措
置
（
「
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
」
と
い
う
）
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
（
「
本
件
要
請
」
と
い
う
）
す
る
調
整
に
入
っ
た
と

報
じ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
海
賊
版
サ
イ
ト
へ
の
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
「
通
信
の
秘
密
」
「
検
閲
の
禁
止
」

に
反
す
る
と
い
う
指
摘
が
、
か
ね
て
よ
り
あ
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
電
気
通
信
事
業
法
で
も
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
は
「
通
信
の
秘

密
」
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
を
前
提
に
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
件
要
請
を
行
う
主
体
や
手
続
き
、
法
的
根
拠
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

本
件
要
請
は
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
の
対
象
と
な
る
具
体
的
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
等
を
特
定
す
る
形
で
行
う
の
か
。
仮
に
本
件
要
請

が
、
具
体
的
サ
イ
ト
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
等
を
特
定
し
た
要
請
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
に
対
し
て
強
制
性
を
帯
び
る
こ

と
が
あ
れ
ば
、
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
検
閲
に
該
当
す
る
虞
が
あ
る
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

一



三

本
件
要
請
に
基
づ
く
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
は
、
電
気
通
信
事
業
法
に
定
め
る
通
信
の
秘
密
侵
害
罪
（
電
気
通
信
事
業
法
第
四

条
、
第
百
七
十
九
条
）
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

四

本
件
要
請
に
基
づ
く
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
は
、
緊
急
避
難
（
刑
法
第
三
十
七
条
）
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
た
め
の
要
件

で
あ
る
現
在
の
危
難
、
補
充
性
、
法
益
権
衡
の
要
件
を
充
た
す
も
の
で
な
い
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。
仮

に
充
た
す
と
の
見
解
で
あ
る
場
合
、
そ
の
根
拠
を
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

五

本
件
要
請
に
基
づ
き
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
が
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
を
実
施
し
た
場
合
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
に
対
し
て
通
信
の
秘
密
侵
害

罪
の
刑
事
告
訴
若
し
く
は
刑
事
訴
追
の
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
民
事
上
の
責
任
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
当
該
責
任
は

プ
ロ
バ
イ
ダ
等
が
自
ら
負
う
と
い
う
理
解
か
。

六

今
後
、
著
作
権
の
み
な
ら
ず
他
の
権
利
侵
害
（
名
誉
毀
損
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
等
）
に
も
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
の
要
請
の
範

囲
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
か
。

七

主
要
二
十
カ
国
・
地
域
（
Ｇ
二
〇
）
に
お
い
て
、
議
会
で
の
立
法
又
は
裁
判
所
の
判
断
に
基
づ
か
ず
、
行
政
が
プ
ロ
バ
イ

ダ
等
に
ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
を
要
請
又
は
命
令
し
て
い
る
例
が
あ
る
か
。
仮
に
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
分
析
し
て
い
る
か
。

二



八

本
件
要
請
は
、
通
信
の
秘
密
や
検
閲
の
禁
止
を
定
め
た
憲
法
第
二
十
一
条
を
侵
害
す
る
虞
が
あ
る
要
請
で
あ
り
、
国
民
の

基
本
的
権
利
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
民
主
的
な
手
続
き
と
立
法
府
で
の
慎
重
な
議
論
を
踏
ま
え
た
検
討
が

必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

三


